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輸入食品監視の現状輸入食品監視の現状

横浜検疫所　吉田哲彦横浜検疫所　吉田哲彦
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検疫所とは検疫所とは

�厚生労働省の施設等機関

�業務は大きく２つに分かれます
z海外からの感染症の侵入を防ぐ

　　検疫法に基づく

z輸入食品の監視・指導

　　食品衛生法に基づく
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我が国の食糧自給率
＜６０％が輸入食品です＞

我が国の食糧自給率
＜６０％が輸入食品です＞

4040404041433749535473供給熱量総合食糧自給率

3432293129313135331531砂 糖 類

46485356595767839399100魚 介 類

6968687071728080858186牛乳・乳製品

96969596969696989897100鶏　　卵

5353525456576472817790肉　　類
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輸入食品の監視体制の沿革輸入食品の監視体制の沿革

� 昭和２２年・・食品衛生法の制定

� 昭和２６年・・輸入食品検査業務の開始

＊厚生省所属の食品衛生監視員１１名を

７検疫所（小樽、横浜、清水、名古屋、

神戸、門司、長崎）に配置

� 昭和３２年・・食品等の輸入届出制度化

� 平成　３年・・輸入食品・検疫検査センター設置

� 平成 ６年・・輸入食品全般のモニタリング検査強化

� 平成 ９年・・輸入食品相談指導室の設置
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検疫所における現在の
輸入食品監視体制

検疫所における現在の
輸入食品監視体制

�食品衛生監視員数・・・・・・・・２９５名

�輸入食品等届出窓口・・・・・・３１ヵ所

�検査施設

z輸入食品・検疫検査センター（２ヵ所）

　　横浜・神戸

z検査課（６ヵ所）

　　東京・名古屋・大阪・福岡

　　成田空港・関西空港

6

食品等輸入届出窓口
配置状況

食品等輸入届出窓口
配置状況

小樽検疫所

千歳空港

仙台検疫所

仙台空港

成田空港検疫所

東京検疫所

船橋（原木）

千葉

東京空港

川崎

横浜検疫所
輸入食品・検疫検査センター

新潟検疫所
名古屋検疫所

名古屋空港

四日市

清水

大阪検疫所

関西空港検疫所

神戸検疫所

輸入食品・検疫検査センター

広島検疫所

広島空港
境

鹿児島

福岡空港

下関

門司

福岡検疫所

長崎

那覇検疫所

那覇空港
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検疫所における輸入食品監視業務検疫所における輸入食品監視業務

�食品等輸入届出書の受理
z書面提出、FD提出、NACCS端末による届出

�届出書の審査・指導
z FAINSシステムによる審査

�食品等の検査
z命令検査、指導検査、行政検査、　

　モニタリング検査

�事前の輸入相談指導
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食品等を輸入した場合・・・食品等を輸入した場合・・・

販売の用に供し
営業上使用する

　食品食品・・添加物添加物・・器具器具・・容器包装容器包装
　おもちゃ　おもちゃ
を輸入しようとする者は、
その都度、厚生労働大臣に届け出なけれ
ばならない。（食品衛生法第２７条）
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貨物の到着
食品等輸入届出書
　　　　　　　の提出

食肉
衛生証明書

書類審査

現場検査　

合格

通関

不合格積み戻し

廃棄

　精密検査
　・命令検査

精密検査
・モニタリング検査

検査不要検査要

食品等輸入届出
済証等発行

検疫所における食品等の輸入手続検疫所における食品等の輸入手続

10

食品等輸入届出件数・重量（全国・横浜）食品等輸入届出件数・重量（全国・横浜）
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輸入食品監視支援システム
（ＦＡＩＮＳ）

輸入食品監視支援システム
（ＦＡＩＮＳ）

�輸入手続きのペーパーレス化と的確かつ
効率的な検査の実施を目的とする

z平成８年　ＦＡＩＮＳシステムの稼働

z平成９年　通関情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）
とのインターフェイス化される

� ＦＡＩＮＳの利用率　　　　　　約９０％
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厚生労働省検疫所
ＦＡＩＮＳ

（輸入食品監視支援システム）

厚生労働省検疫所
ＦＡＩＮＳ

（輸入食品監視支援システム）

インターフェイスシステム
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｓｙｓｔｅｍ

農林水産省

動物検疫所システム
植物防疫所システム

ＮＡＣＣＳ
（通関情報処理システム）

共通情報

農水省

動物検査申告

植物検査申告

厚生労働省

食品輸入

届出

財務省

税関申告

税関申告用端末

税関

インターフェイス
システム

インターフェイス
システム
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品目別輸入件数の構成
　　　　　（平成１５年・全国）

品目別輸入件数の構成
　　　　　（平成１５年・全国）

器具

容器包装
おもちゃ

飲料

食品添加物

その他の食料品

畜産食品・
畜産加工食品

水産食品・
水産加工食品

農産食品・
農産加工食品

輸入件数
１,６８３,１７６件

1001,683,176合　計

0.711,191おもちゃ

0.58,972容器包装

8.7146,265器　具

1.932,694食品添加物

9.4157,423飲　料

9.3156,853その他の食料品

28.4478,168農産食品・農産加工食品

21.7364,552水産食品・水産加工食品

19.4327,058畜産食品・畜産加工食品

構成比

（％）
届出件数品目分類
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地域別輸入件数の構成
　　　　　（平成１５年・全国）

地域別輸入件数の構成
　　　　　（平成１５年・全国）

地域
輸入件数
（件）

構成比
（％）

アジア州 811,606 48.2

ヨーロッパ州 420,915 25.0

北アメリカ州 291,593 17.3

南アメリカ州 43,975 2.6

アフリカ州 13,460 0.8

大洋州 101,629 6.0

不明地域 1 0.0

合計 1,683,179 100

アジア州

大洋州

北アメリカ州

ヨーロッパ州

南アメリカ州

輸入件数
１,６８３,１７６件

アフリカ州
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輸入食品の検査制度（１）輸入食品の検査制度（１）

��命令検査命令検査
¾輸出国の事情、食品の特性、同種食品の
不適格事例から、食品衛生法の不適格の
可能性が高い食品等について、厚生大臣
が輸入者に検査を命ずる検査

¾輸入者が自ら費用を負担し、登録検査機
関で検査を実施し、適法と判断されるまで
輸入手続を進めることができない
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輸入食品に係る検査制度（２）輸入食品に係る検査制度（２）
�� モニタリング検査モニタリング検査
¾食品の種類毎に、輸入量、輸入件数、違
反率及び衛生上の問題が発生した場合
の危害度を勘案した年間計画に基づき
検疫所が検査を実施

¾衛生状況を把握しながら、円滑な輸入流
通を目的としていることから、試験結果
の判明を待たずに輸入手続を進めること
ができる
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輸入食品に係る検査制度（３）輸入食品に係る検査制度（３）

��その他の検査その他の検査

¾初めて輸入される食品等の検査、不適格食
品等の確認、輸送中に事故が発生した食品
等の確認検査を検疫所の食品衛生監視員
により実施する検査　　　　　　（行政検査）

¾初回輸入時や定期的な輸入時に、輸入者と
しての衛生確保義務の観点から、必要な項
目について確認試験を行うよう検疫所から指
導を行う検査　　　　　　（指導検査）
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モニタリング検査計画（平成１６年度）モニタリング検査計画（平成１６年度）

　４，５００検査強化食品分

７６，０００総計

　１，３００成分規格等添加物・器具等

　１，９００添加物・成分規格等飲料

　４，１００添加物・成分規格等その他の食料品

　８，４００
残留農薬・添加物・成分規格等・カビ毒・
GMO

農産加工食品

２３，９００残留農薬・カビ毒・GMO農産食品

１４，０００抗生物質等・添加物・成分規格等水産加工食品

　３，６００抗生物質等・添加物・成分規格等水産食品

　４，３００抗生物質等・添加物・成分規格等畜産加工食品

１０，０００抗生物質等・残留農薬・成分規格等畜産食品

延検査数検査項目品　　名

平成１６年度輸入食品監視指導計画より
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モニタリング検査における
サンプリング方法（一部抜粋）

モニタリング検査における
サンプリング方法（一部抜粋）
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決められた採取
方法で採取開始

決められた採取
方法で採取開始
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野積み塩蔵野菜等の合同監視野積み塩蔵野菜等の合同監視
横浜検疫所では、横浜市と共同して塩蔵野菜等
の野積みの合同監視を、毎年行っています
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サンプリングされた輸入食品
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検体は検査センターへ送付されます検体は検査センターへ送付されます
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東日本の検査は
横浜検査センターで担当します

東日本の検査は
横浜検査センターで担当します
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